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６ 教 教 人 第 １ ４ 号 

令 和 ６ 年 ６ 月 ７ 日 

 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 員 免 許 事 務 主 管 課 長 
各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 職 員 人 事 主 管 課 長 
各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 職 員 人 事 主 管 課 長 
構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 1 9 条 第 １ 項 の 認 定 を 
受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 教 員 免 許 事 務 主 管 課 長 
各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 長 
各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 教 職 員 人 事 主 管 課 長 
各都道府県・指定都市・中核市幼保連携型認定こども園主管課長 
附属学校を置く各国公立大学法人附属学校教職員人事主管課長 
構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 1 2 条 第 １ 項 の 認 定 を 
受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 学 校 設 置 会 社 担 当 課 長 
 
 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長 
後 藤 教 至  

 

 

特定免許状失効者管理システム 業務マニュアルの改訂

及び管理責任者の設定について（通知） 

 

 標記のマニュアルについては、令和５年５月 19日付け５教教人第９号にて初

版を通知したところですが、システム利用者からの要望等を踏まえた機能改修

等に伴い、下記のとおりマニュアルの一部を改訂して 2.0 版としましたので、

送付します。併せて操作マニュアルも改訂しておりますので、システムからダ

ウンロード願います。 

 また、下記第三の依頼事項については、令和６年８月 23日までをめどとして

作業完了いただくよう、お願いします。 

 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」（令和３年法

律第 57号。以下「法」という。）第７条第１項に基づき、「学校（幼稚園、小

学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼

保連携型認定こども園）」の「教育職員等（教育職員免許法第２条第１項に規

定する教育職員、校長、園長、副校長、副園長、教頭、実習助手及び寄宿舎指

導員）」を任命又は雇用しようとするときには、本システムを活用することが

義務付けられています。 

 しかしながら、未だユーザー登録手続きを行っていない学校法人等や、ユー

ザー登録は行ったものの特定免許状失効者管理システムを適切に活用していな

い学校法人等があるなど、法が遵守されていない事例が見られます。教育職員

等の任命権者及び雇用者について、万一ユーザー登録手続が行われていない場

殿 
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合や、本年４月末までにアカウント有効期限延長を実施せず、必要なアカウン

トが削除されたユーザーについては、速やかに登録しシステムを活用されるよ

う、周知徹底をお願いします（登録手続は業務マニュアル 第４章１．ユーザ

ーアカウント新規登録 の項を参照）。 

 一方で、上述の「学校」の「教育職員等」以外の任命又は雇用に対して本シ

ステムを活用することはできませんので、利用権限のない者が利用することと

ならないよう、周知の範囲や方法について御留意願います。 

各都道府県教育委員会におかれては域内の市区町村教育委員会（指定都市教

育委員会を除く。）に対して、各都道府県知事部局におかれては所轄の学校法

人等（学校法人以外の私立幼稚園及び私立幼保連携型認定こども園の設置者を

含み、文部科学省所轄の学校法人を除く。）に対して、各指定都市・中核市首

長部局におかれては所轄の幼保連携型認定こども園設置者に対して、構造改革

特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた各地方公

共団体におかれては所轄の学校設置会社に対して、周知をお願いします。 

 各関係者は、これまでの関係資料も含めて再度確認の上、教育職員等による

児童生徒性暴力等を根絶するとの法の基本理念を十分に理解し、児童生徒等を

教育職員等による性暴力等の犠牲者とさせないという断固たる決意の下、法及

び基本指針に基づく取組を、一丸となって実効的に講じていただきますようお

願いします。 

 

記 

 

第一 業務マニュアルの主な内容 

システムの趣旨・目的 ―― 法及びシステムの趣旨・目的について

解説 
用語定義 ―― 法及びシステムに関連する用語の解説 
システム利用に当たって

の留意事項 
―― システムを利用するに当たって留意す

べき仕様や使用目的、個人情報保護等

に関する事項 
共通業務 ―― 各ユーザー共通の業務に関する解説 
採用権者が行う業務 ―― 採用権者が行う業務についての解説 
免許管理者が行う業務 ―― 免許管理者が行う業務についての解説 
管理責任者が行う業務 ―― 管理責任者が行う業務についての解説 
関連資料リンク ―― 性暴力等防止関連資料の URL 

 

第二 主な改訂内容及び趣旨 

箇所 内容 趣旨 

P8 児童生徒性暴力等の定義 刑法改正等法令改正に伴う更新 
P19-
28 

アカウント上限人数、アカウン

ト利用停止日の設定、IP アドレ

ス変更の手続追加 

特に問合せや要望の多かった項

目に対応した機能改修 

P35 管理責任者機能の追加※ 個人情報保護取扱いの強化のた
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めの機能追加 
※管理責任者について 

本システムのユーザーID は個人ごとに付与されますが、「個人情報の保

護に関する法律」に基づく個人情報保護の責任は、事業者や行政機関等の組

織単位で課されています。このため、組織単位で個人情報を適切に管理でき

るよう、本システムが適正に利用されているか、不要なユーザーID が残っ

ていないか等を利用組織側でもチェックを行うことが可能な「管理責任者」

の権限を創設しました。 

「管理責任者」権限では通常のユーザーの機能に加え、以下の機能の利用

が可能になります。 

 組織内ユーザーのログイン履歴、操作履歴、ユーザー一覧の出力 

 管理責任者の追加削除 

 組織内ユーザーの利用停止日設定 

 

第三 依頼事項 

令和６年８月 23日までをめどに、各利用組織において管理責任者の設定及び

一般ユーザーへの組織コードの紐づけを行ってください。操作方法については

「操作マニュアル_管理責任者向け」を参照してください。 

管理責任者は、組織の長など、各利用組織における個人情報保護の責任者で

あるユーザーに設定することを想定しています。管理責任者の最大人数は現在

の組織内ユーザー数の２割までとする上限を設けています。 

例）ユーザー１～５人：管理責任者 最大１人 

ユーザー６～10人：管理責任者 最大２人 

ユーザー11～15人：管理責任者 最大３人 

 

第四 留意事項 

(１) 改訂箇所についてはマニュアル冒頭の「変更履歴」及び見え消し版を

参照してください。 

 

(２) 本システムは、児童生徒性暴力等の防止に係る施策の一環として、学

校の教育職員等を任命又は雇用する者が、採用希望者が児童生徒性暴力

等を行った者でないかどうか確認するための情報を提供するものです。

システムの活用及び記録に当たっては、ユーザーの役割に応じて、以下

のことが求められます。 

 学校の教育職員等を任命又は雇用する者―――国公私立の別や、常

勤・非常勤等の採用形態を問わず、必ずシステムを活用し、採用

希望者が特定免許状失効者等であることが判明した場合、法の基

本理念にのっとり、十分に慎重に、当該希望者が児童生徒性暴力

等を再び行わないことの高度な蓋然性が認められるか確認し、適

切な任命又は雇用の判断を行うこと 

 免許管理者―――官報公告を待つことなく、失効・取上げの効力が

発生した日の翌日（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律

第 91 号）第１条第１項各号に定める休日を除く）までに特定免許
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状失効者等の情報を記録すること 

 

(３) 業務マニュアルは、教育職員等の任命又は雇用に当たって、システム

の活用を通した業務の進め方、個人情報の取扱いやセキュリティの確保

を含め、システムを使用して行う業務についての実務上の留意事項を示

すものです。このため、業務マニュアルを単独で使用するのではなく、

他の資料にも目を通した上で活用することが必要です。 

 

(４) 業務マニュアル及びよくある質問と回答は現時点のものです。今後、

システムの稼働状況を踏まえて適時に改訂を行う予定です。改訂した場

合、システム画面上のお知らせにて周知しますので、最新版をシステム

からダウンロードして参照するようにしてください。 

 

(５) 新設の法人など、組織として初めて本システムの使用を開始する場合

には、ユーザーID申請に併せて「特定免許状失効者管理システム_利用許

諾申請書（様式１）」を本件担当宛て提出するよう、設置認可権者に置

かれては周知をお願いします。 

 

別添資料  

特定免許状失効者管理システム_利用組織で見られた課題と対応 

特定免許状失効者管理システム_よくある質問と回答 240531現在 

特定免許状失効者管理システム_業務マニュアル v2.0 

特定免許状失効者管理システム_業務マニュアル v2.0（見え消し） 

特定免許状失効者管理システム_操作マニュアル_管理責任者向け 

特定免許状失効者管理システム_操作マニュアル_採用権者向け 

特定免許状失効者管理システム_操作マニュアル_免許管理者向け（免許管理

者にのみ配布） 

特定免許状失効者管理システム_利用許諾申請書（様式１） 

 

関連資料：https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_00001.html 

配布 URL：https://mext.box.com/s/lbyur1wav2j7ycr6bc3xl8h8ik21jy7q 

（インターネット接続が必要） 

 

システムの使用方法に関する問合せは本件担当ではなく、

システム上の問合せ機能からお問い合わせ願います。 

本件担当： 

総合教育政策局 教育人材政策課 

教員免許・研修企画室 法規係 

E-MAIL：tokutei@mext.go.jp 

電話：03-5253-4111（内線 3573） 

※本件担当への問合せは原則メールにてお願いします。 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_00001.html
https://mext.box.com/s/lbyur1wav2j7ycr6bc3xl8h8ik21jy7q

